
 

 

第20回 京都の生協活動を豊かに発展させる協議会（略称ＫＳＫ） 

 

 

 

◆日時 ： 7月 19日（火） 13:30～16：10（予定） 

◆会場 ： コープ御所南ビル 4階会議室 

（コープ御所南店のエレベーターで 4階へ） 

京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町 258 

地下鉄：丸太町⑥番出口 南へ徒歩 1分 

   

高齢者の消費者被害はもとより、若者や子供たちのネットトラブル、また広告表示による

被害なども増え続けています。今回のＫＳＫでは、増え続ける消費者をとりまく被害の現状

や、生協も活動に携わっている適格消費者団体の活動、会員生協の取組みについて学び、「組

合員のよりゆたかなくらしを実現していくために」という視点で、生協の役割や課題につい

て考えます。 

【内容】 全体コーディネーター：畑 忠男副会長理事 

報告① 適格消費者団体ＮＰＯ法人消費者支援機構関西（KC's） 

    『KC'sの活動報告と生協に期待すること』 

     理事・事務局 西島  秀向氏                            

報告② 適格消費者団体ＮＰＯ法人京都消費者契約ネットワーク(KCCN)  

   『KCCNの活動報告 ～ 事例紹介』 

     事務局（弁護士）森貞 涼介氏      

会員報告①京都生活協同組合   理事 渡邊 孝子氏 

会員報告②全国大学生協連京滋・奈良ブロック 

質疑・交流          

※参加は事前にお申込みください。 

 

主催：京都府生活協同組合連合会 
TEL:075-251-1551 FAX：075-251-1555   

E-mail: kyotofu.seikyoren@ma2.seikyou.ne.jp 

消費者をとりまく被害の現状と生協の役割を考える 

TEL:075-251-1551


7月 14 日（木）〆切  

 FAX送付先：京都府生協連 075－251－1555 
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